
 
 
 
 
 
 

 

 

内示にあたっての注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都福祉局高齢者施策推進部 

施設支援課施設整備担当 

 

資料１ 



 

内示に当たっての注意事項 

 
１ 補助要綱について 
 

補助金の交付事務 

○ 要綱の第7、別紙（補助条件）７及び１０に従って、交付申請・実績報告・請求を行うこ

と。 

○ これらは、年度ごとに出来高に応じて行う（複数年事業は、それぞれ年度毎に行う）。 

○ 補助金交付の事務の流れは、「老人福祉施設整備費補助金の手引（以下「補助金の手引」

という。）」（資料№４）を参照。 

 

補助条件 

要綱の別紙（補助条件）の規定に違反した場合は、内示の失効及び補助金の交付決定や交付

を受けている場合には交付決定の取消しや補助金の返還を求めることになる。 

主な注意点は、以下のとおり。 

 

１ 審査要領及び審査基準の遵守 

社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領、老人福祉施設整備費補助審査要領及び老人福

祉施設整備費補助審査基準を永続的に遵守すること。 

 

２ 民間補助金等との重複禁止 

他の民間団体から補助が見込まれるものについては、二重に補助金を受けることのないよ

う注意すること。 

 

３ 都の事前承認を要する事項 

（１）補助事業の完了まで 

○ これまでの協議内容に変更（資金計画、役員構成等）が生じる場合 

○ 図面の変更など工事内容に変更がある場合は、事前に都に連絡し、協議を行い承認を

得てから変更すること。「内示後の計画変更について」（資料№５）を参照。 

 

（２）財産処分制限期間が経過するまで 

○ 財産処分制限期間（※）内にレイアウト変更や用途変更等を行う場合は、事前に都の

承認を得る必要がある。やむを得ない事情が生じた場合は、事前に都に相談すること。

なお、財産処分に係る補助金額の算出が不可能な場合、財産処分承認申請を受理できな

いため、補助金関係書類は永久保存すること（2ページ参照）。 

※財産処分制限期間：ＲＣ、ＳＲＣ造…５０年 

金属造…骨格材の肉厚により２２～３８年 

木造…２４年 
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４ 土地・建物の権利維持 

内示後に、整備対象の土地及び建物に根抵当権を設定しないこと。 

 

５ 消費税仕入控除税額の報告 

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合、要綱の別紙５により知事に報告すること。 

 

６ 契約の相手方等からの資金提供の禁止 

補助事業を行うために締結する契約（例：工事請負契約など）の相手方や、その関係者か

ら、寄付金等の資金の提供を受けてはならない。 

 

状況報告等 

○ 補助事業の進捗状況について、定期的に報告すること。 

○ 様式は、５ページの「施設建設進行状況・契約状況等調査票」を使用し、契約締結後必

ず毎月５日までにメールで報告すること。 

 

契約手続の取扱い 

別に定める「老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手続基準」（資料№

３）に従い、入札・契約手続を行うこと。 

なお、備品等の契約については、関係法令通知及び法人の経理規程等に従って適切な処理を

行うこと。 

 

関係書類の管理保管 

（１）交付申請書・実績報告書・交付決定通知・補助金額の確定通知 

補助金の交付申請書、実績報告書、交付決定通知及び補助金額の確定通知(添付資料を含

む)は、整備終了後も財産処分及び改築時等に必要となるので、永久保存すること。 

 

（２）支払領収書の速やかな提示 

○ 補助金支払後、補助金の入金状況及び建設業者・設計業者等への支払状況の確認を行う。 

○ その際、請求書、領収書、振込依頼書、通帳（いずれも写し）を提出すること。 

○ 提出時期、提出方法等は、別途通知する。 

○ 領収書は省略せずに、支払の際は必ず徴収しておくこと。 

 

 

補助対象事業 

都の補助内示以降に契約した事業を補助対象とするが、契約締結後、施工の都合により止む

を得ず契約を変更して行う追加工事等は補助対象外工事として算定する。（例：地中障害物等

が新たに発見されたことによる撤去） 

また、内示前に行った設計契約（特に基本設計等）は、補助対象外となる。ただし、基本設

計等を含めて内示以降に契約する場合であっても、業務開始期間が内示前である場合は補助対

象外とするので、注意すること。 
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２ 寄附履行 

（１）履行時期 
贈与契約書に従い、内示後１週間以内（新設法人は、法人設立後１週間以内）に履行するこ

と。 

 

（２）履行確認 

上記履行状況を通帳等で確認する。履行後は、当該整備事業以外に使用しないこと。 

実施時期、提出書類等は、別途通知する。 

 

３ 現地調査・出来高検査・工事検査 

（１）現地調査 

交付申請書・実績報告書受理後に行う現地調査 

 

（２）出来高検査 

実績報告書を基に、出来高が達成されているかを確認する検査 

 

（３）工事検査 

検査希望日は、２か月前までに担当者へ連絡すること。 

① 中間検査 

上棟時（かつ建築主事の中間検査受検後）を目安に行う検査 

② 竣工検査 

竣工時（原則として建築主事・消防の竣工検査済証受領後）に行う検査 

※一部の工事が未済又は各種行政検査（建築主事や消防の検査）が未済の状態では、竣工

検査を受検することはできません。 

 

詳細は、補助金の手引（資料№４）及び各種検査について（資料№６）を参照。 

 

４ 施設開設認可・指定申請等 

（１）提出先 

事業内容等によって書類の提出先が異なる。８ページ「申請・届出窓口一覧」のとおり。 

 

（２）提出書類 

○ 提出書類も事業内容等によって異なるため、各提出先に確認すること。 

○ 施設整備担当に提出する書類（特養の認可等）は、後日配布する。 

 

（３）事業完了年月日 

○ 認可等の書類の提出期限は開設予定日の前々月の15日までである。竣工から指定・認可

申請まで必要な日数を見込むこと（理由の如何を問わず、指定・認可の手続き期間の短縮は

できないので、留意すること。）。 

○ 詳しくは、７ページ「竣工から開設までの流れ」を参照のこと。 

 

（４）認可・指定日 

○ 認可・指定の日付は１日付けとなる（月途中の日付での認可・指定は不可）。 
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○ 認可・指定を行う（開設する）には、補助対象の全ての基準を満たすことが必要となるの

で、留意すること（一部開設は不可）。特に、介護職員が集まらないといったことのないよ

う、余裕を持った職員採用計画を立てること。 

○ 認可・指定を行うには、開設予定日の前々月の15日までに全ての必要書類を都に提出す

ることが必要となるので、留意すること。 
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※契約締結翌月以降、各月末日現在の状況を翌月５日までに必ず提出すること。

中間検査日 令和　　年　　　月頃 竣工検査日 令和　　年　　　月頃

工事完了日 令和　　年　　月　　日 引渡し日 令和　　年　　月　　日

開設予定日 令和　　年　　月　　日

1 工事出来高について

出来高が当初見込みを下回った場合は、「4　設計変更等について」に具体的に記載すること。

現在（調査日） 出来高

※工程表を添付すること。

2 建築主事・消防の検査実施状況

予定日は、確定するまで「○月上旬」等の目安を記載すること。確定後、「○月○日」と書き換えること。

検査済  ・ 未検査 （予定日：令和　　年　　月　　　　日） ・　非該当

受　 領 ・ 未受領 （予定日：令和　　年　　月　　　　日） ・　非該当

検査済  ・ 未検査 （予定日：令和　　年　　月　　　　日） ・　非該当

受　 領 ・ 未受領 （予定日：令和　　年　　月　　　　日） ・　非該当

検査済  ・ 未検査 （予定日：令和　　年　　月　　　　日）

受　 領 ・ 未受領 （予定日：令和　　年　　月　　　　日）

検査済  ・ 未検査 （予定日：令和　　年　　月　　　　日）

受　 領 ・ 未受領 （予定日：令和　　年　　月　　　　日）

3 東京都の工事検査（中間検査・竣工検査）について

4 設計変更等について （締結した変更契約名・覚書名をすべて記載すること）

契約書上の期日

施設建設進行状況・契約状況等調査票

法人名（オーナー名） 【提出日】 　令和　　年　　月　　日

施設名 担当者名

※本調査票は、補助事業者が提出すること。
※オーナー整備型の場合は、オーナー（補助事業者）または、運営事業者が提出すること。

年度別　出来高 令和　　年度　　　　％ 令和　　年度　　　　％

検査日

※「上記の内容」や、「設計内容」に変更が生じる場合は、内示説明会資料５「内示後の計画変更」に従い、
速やかに担当者に連絡・確認すること。

％ 当初見込み ％

建築確認機関

検査

済証

完
了
検
査

建築確認
機関

検査

済証

消　　　防
検査

済証

中
間
検
査

建築確認
機関

検査

済証

消　　　防

機械：

具体的な検査希望日について、２ヶ月前までに第三希望まで連絡すること。検査申込に必要な書類を担
当から送付します。

①中間検査について 第一希望 月　　日 第二希望 月　　日 第三希望 月　　日

　・締結済み変更契約名　第○回変更契約（令和○年○月○日付け）
　・締結済み覚書　　　　　　第○回覚書（令和○年○月○日付け）

％

合計： ％

②竣工検査について 第一希望 月　　日 第二希望 月　　日 第三希望 月　　日

予定出来高
建築： ％ 電気： ％
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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

交付
申請

実績
報告 請求

継続内示
書類提出

交付
申請

実績
報告 請求

● ● ● ● ● ● ●

内示
現地
調査

交付
決定

出来高
検査

継続
内示

現地
調査

交付
決定

現地
調査 支払

収支
確認

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

初年度
確定 支払

収支
確認 確定

○ ○ ○ ○

実施
設計

監理
業務

確認
申請

建築
確認

建築
中間
検査

都
中間
検査

建築
消防
検査

都竣工
検査

● ● ● ○ 　● ○

着工 竣工

● ●

事前
協議 公表

個別
説明 入札 契約

● ● ● ● ●

契約
支払・
登記

●　●

借入
申込

意見書
交付

機構
受理

●　● ●

寄付
履行

履行
確認

● ○

申請

審査
期間

● ○（１日付け）

※その他、各年度の補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入税額控除について、翌々年度の６月末までに報告してください。

開設までのスケジュール（6月内示の場合の例）

法人

設計・監理

建築工事

補助金

令和１０年度令和９年度

都

令和８年度

工事入札・契約

土地

寄付履行

指定・認可申請

機構融資

融資対象の契約は、機構受理
後に締結すること。

着工予定日は、競争入札等の手続に
要する期間を考慮すること。

【竣工から指定・認可申請まで】
①竣工

②法人自主検査
③建築・消防検査、検査済証交付
④都竣工検査
⑤都検査指摘事項改善報告
⑥建物引渡し
⑦表示登記
⑧登録免許税減免申請・交付（任意）
⑨保存登記
⑩指定・認可申請（開設１か月前まで）
※④～⑨に１か月以上を要するので、
開設予定日の２か月以上前までに建築・消防検査済証の交付（③）
を受けていることが必要。
※工事（竣工）が遅れた場合には、開設時期も遅れることに留意す
ること（指定・認可の手続き期間を短縮することはできません。）。

各種検査の指摘事項に対応する
期間が必要なため、以下【竣工
から指定・認可申請まで】を参
照し、竣工から指定認可・申請
まで必要な日数を見込むこと。

【竣工から指定・認可申請まで】の①～
⑨をすべて完了したうえで、開設2か月前
15日までに指定・認可の申請をすること。

契約手続は、別途配布する「老人福祉施設及び介護保険施設の整
備費補助等に係る契約手続基準」に基づき行うこと。

都及び区市町村の中高層建築物の紛
争予防に関する条例に基づき、申請
前に標識設置を行うこと。

内示後１週間以内に履行すること。

都竣工検査（④）の希望日は、２か月前ま
でに連絡すること。また、希望日を連絡す
る時点で、検査希望日までに検査済証の交
付が確実であること（建築検査済証は検査
後概ね一週間後に交付される。）。

⑧は申請から交付まで一週間程度
を要する（申請は任意）。

改善報告（⑤）提出後、都担当者か
ら連絡があるまで、建物引渡し
（⑥）をしてはならない。

指定・認可

中間（竣工）検査を、年末年始又は年度末・年度初めに実施する場
合は、スケジュール調整が難しくなる場合があります。
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11月中旬 竣工検査希望票の提出

・希望日の２か月前までに希望票を東京都宛に提出し
てください。
・検査日までに建築・消防の検査済証が発行される確
実な見通しがあることが必要です。
・年末年始や、年度末・年度初めは、日程調整が難し
い場合があります。
・竣工検査合格後（改善が必要な場合は、改善報告書
提出後）に引き渡しとなるため、引き渡し希望日の1
週間前までに竣工検査を実施することが望ましいで
す。

竣工検査日程の決定 ・１か月前を目途に東京都から連絡します。
竣工・法人自主検査
建築・消防検査

竣工検査
・一部の工事が未済の場合や、建築・消防検査の検査
済証が発行されていない場合は、検査を受けることは
できません。

改善報告
・検査において指摘事項がある場合に引渡し前までに
都に対応状況の報告を行います。

引渡し
・改善報告を終了し、都の担当者の了解を得てから引
渡しを行ってください。

表示登記
登録免許税減免申請 ・申請から発行まで、１週間程度を要します。

保存登記申請・完了
・設置認可申請書に当該建物の登記事項証明書を添付
していただきます。

各種行政手続き
・診療所の開設許可、厨房営業許可等
・設置認可申請書に許可書を添付していただきます。

2月15日まで
設置認可・指定申請書
提出

・原則として電子申請届出システムにて提出していた
だきます。（電子申請届出システムの利用には事前に
GbizIDの登録が必要です。新規登録の場合、申請から
発行まで数週間程度かかります。）
・理由を問わず提出が遅れることは認められません。

4月1日 開設

※ このほか、定款変更の手続きが必要となります。
  手続き方法・時期等の詳細は、各法人所轄庁へ相談してください。
※ 竣工が遅れた場合は、開設時期も遅れることになります。
  （認可・指定の手続き期間を短縮することや、月途中の開設はできません。）

竣工から開設までの流れ（４月開設の場合）

12月中旬

1月中旬

1月末

2月14日まで
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１　老人福祉法上の手続きについて

特別養護老人ホーム

設置届又は認可申請書

軽費老人ホーム

設置届又は許可申請書

２　介護保険法上の手続きについて

居宅介護
サービス

○地域密着型サービスに係る介護保険法上の手続きは、区市町村担当課に問い合わせください。
　　・小規模多機能型居宅介護・小規模（29人以下）特別養護老人ホーム・小規模（29人以下）特定施設入居者生活介護

　　・認知症高齢者グループホーム・認知症対応型デイサービスセンター・夜間対応型訪問介護

　　・地域密着型介護予防サービス

３　連絡先

０３－５３２０－４２６５

サービス （特別養護老人ホーム）

特定施設入居者生活介護

指定申請書

（ヘルパーステーション）

部 署 名 電 話

０３－５３２０－４２６４
施設支援課

(公財）東京都福祉保健財
団

施設整備担当

施設運営担当
事業者支援部

介護事業者指定室 ０３－３３４４－８５１７

各区市の都市型軽費老人ホーム担当

施設支援課施設整備担
当
（ケアハウスについて、補
助を受けない場合は施設
運営担当）

　１つの事業について、老人福祉法上の手続き及び介護保険法上の手続きの２種類の手続きが
必要です。また、事業内容等によって書類の提出先が異なりますので注意してください。

特別養護老人ホーム

老人福祉法上の提出・
問い合わせ先と同じ

施設支援課施設整備担当

(公財)東京都福祉保健
財団事業者支援部
介護事業者指定室

※サービスの種別によっ
て指定申請書に添付する
資料が異なりますので、
詳細については提出先
に問い合わせてください。

介護予防サービス

ケアハウス

都市型軽費老人ホーム

施設

（デイサービス）
訪問介護

事業開始予定月の
前々月の15日

各区市の都市型軽費老人ホーム担当
者様にお問い合わせください

申請・届出窓口一覧

事 業 内 容 等 提 出 書 類 提 出 期 限 提出・問い合わせ先

老人短期入所事業

提出・問い合わせ先

（デイサービス）

（認知症高齢者グループホーム）

通所介護
（ショートステイ）

・老人居宅生活支援事業開始届
　（特養その他の施設と共用する場合）

・老人デイサービスセンター等設置届
　（単独で設置する場合）

都指定の事業所：
事業開始予定月の前々
月の15日頃
※４月１日開始予定の場
合、２月１５日まで
区市町村指定の事業所：
事業開始予定月の
前月末まで
※４月１日開始予定の場
合、３月３１日まで

(公財)東京都福祉保健
財団事業者支援部
介護事業者指定室

老人居宅生活支援事業開始届

老人デイサービスセンター

（ホームヘルプサービス）
認知症対応型老人共同生活援助事業

老人居宅介護等事業

介護老人福祉施設

（ケアハウス等であって、
指定を受ける場合）

短期入所生活介護

提 出 期 限提 出 書 類事 業 内 容 等

事業開始予定月の
前々月の15日

※４月１日開始予定
の場合、

２月１５日まで

（補正完了期限（厳
守）・2ヶ月前末日）
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事 項 期  日 備  考 

１  
新規指定前研修

申し 込み 
指定月４ ヶ 月前末日ま で 

（ 申込方法）  

電子申請 

２  

Gb iz  ID 

登記情報提供

サービ ス 準備 

※電子申請に必要

な手続 

法人設立後速やかに 

（ 登録には 2 週間程度必要）  

※登録には法人設立が必須です 
（ Gb iz ） デジタ ル庁 HP：  

h ttp s ://g b iz -id .g o .jp /to p / 

（ 登記情報提供サービ ス ） 一般社団法人民事

法務協会 HP：  

h ttp s ://w w w 1 .to u ki.o r.jp /g a tew a y.h tm l 

３  
新規指定前研修 

受講 

実 施 

原則と し て指定月３ ヶ 月前の 

１ ５ 日頃 

（ 内 容）  

(1 ) 事業実施の上で必要な関係法令等 

(2 ) 新規指定申請書等の記入方法等 

(3 ) 変更届・ 加算届の記入方法等 

(4 ) 情報公表・ 利用者負担軽減事業 

(5 ) 労働基準法の概要及び諸手続き  

(6 ) 福祉サービス 第三者評価 

４  指 定 申 請 

【 電子申請】  

指定月 2 ヶ 月前１ ５ 日（ 必着）

ま でに申請フ ォ ームに提出 

【 郵送】  

指定月 2 ヶ 月前１ ５ 日頃ま でに申請書等を 提出 

（ 補正完了期限（ 厳守） ・ 2 ヶ 月前末日）  

電子申請・ 届出シス テム での届出が原則 

h ttp s ://w w w .ka ig oken sa ku .m h lw .g o .jp /sh in sei/  

（ 郵送での申請先）  

東京都福祉保健財団介護事業者指定室 

電話 ０ ３ －３ ３ ４ ４ －８ ５ １ ７  

５  
指定前実地調査 

申請内容の確認 

指定月前月 

（ 必要に応じ て実施）  

指定申請書等、 提出さ れた書類の内容

を 、 財団職員が開設予定場所に行き 、

確認いたし ま す。  

（ 必要に応じ て実施、 事前に連絡）  

６  指定通知書発送 指定前月末日ま でに送達 
東京都福祉局高齢者施策推進部 

介護保険課介護事業者担当よ り 郵送 

（ 参考）  開設予定事業所の申請ス ケジュ ール（ ○○年１ 月 1 日指定の場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規指定申請スケジュール 

1 /11 0 /1 5 頃 1 1 /1 5 　 1 1 /末 1 2 /1           　 　  1 2 /末

申
請

研
修

9 /1 5 頃　 ９ /末

指定前研修申

込期間

指定前研修

毎月15日前後に

開催予定

新規申請、 受付期間

審査期間

指
定

提出書類の

外形確認

１ １ /３ ０

補正完了期限（ 厳守）

【 電子申請】

申請フ ォ ームに

1 1 /1 5 必着

【 郵送】

1 1 /1 5 頃ま でに郵送

（ 新規設立の場合）

法人設立手続

2 週間程度

Gb iz ID取得

登記情報提供
サービス 申込
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内示に当たっての注意事項 

（大規模改修等） 
 
１ 補助要綱について 
 

補助金の交付事務 

○ 要綱の第7、別紙（補助条件）の７及び１０に従って、交付申請・実績報告・請求を行う

こと。 

○ これらは、年度ごとに出来高に応じて行う（複数年事業は、それぞれ年度毎に行う）。 

○ 補助金交付の事務の流れは、「老人福祉施設整備費補助金の手引（以下「補助金の手引」

という。）」（資料№４－２）を参照。 

 

補助条件 

要綱の別紙（補助条件）の規定に違反した場合は、内示の失効及び補助金の交付決定や交付

を受けている場合には交付決定の取消しや補助金の返還を求めることになる。 

主な注意点は、以下のとおり。 

 

１ 審査要領及び審査基準の遵守 

社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領、老人福祉施設整備費補助審査要領及び老人福

祉施設整備費補助審査基準を永続的に遵守すること。 

 

２ 民間補助金等との重複禁止 

他の民間団体から補助が見込まれるものについては、二重に補助金を受けることのないよ

う注意すること。 

 

３ 都の事前承認を要する事項 

（１）補助事業の完了まで 

○ これまでの協議内容に変更（資金計画、役員構成等）が生じる場合 

○ 図面の変更など工事内容に変更がある場合は、事前に都に連絡し、協議を行い承認を

得てから変更すること。「内示後の計画変更について」（資料№５）を参照。 

 

（２）財産処分制限期間が経過するまで 

○ 財産処分制限期間内にレイアウト変更や用途変更等を行う場合は、事前に都の承認を

得る必要がある。やむを得ない事情が生じた場合は、事前に都に相談すること。 

 なお、財産処分に係る補助金額の算出が不可能な場合、財産処分承認申請を受理できな

いため、補助金関係書類は永久保存すること（１１ページ参照）。 

 

４ 土地・建物の権利維持 

内示後に、整備対象の土地及び建物に根抵当権を設定しないこと。 
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５ 消費税仕入控除税額の報告 

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合、要綱の別紙５により知事に報告すること。 

 

６ 契約の相手方等からの資金提供の禁止 

補助事業を行うために締結する契約（例：工事請負契約など）の相手方や、その関係者か

ら、寄付金等の資金の提供を受けてはならない。 

 

 

状況報告等 

○ 補助事業の進捗状況について、定期的に報告すること。 

○ 様式は、１３ページの「施設建設進行状況・契約状況等調査票」を使用し、契約締結後

必ず毎月５日までにメールで報告すること。 

 

 

契約手続の取扱い 

別に定める「老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手続基準」（資料№

３）に従い、入札・契約手続を行うこと。 

なお、備品等の契約については、関係法令通知及び法人の経理規程等に従って適切な処理を

行うこと。 

 

 

関係書類の管理保管 

（１）交付申請書・実績報告書・交付決定通知・補助金額の確定通知 

補助金の交付申請書、実績報告書、交付決定通知及び補助金額の確定通知(添付書類を含

む)は、整備終了後も財産処分及び改築時等に必要となるので、永久保存すること。 

 

（２）支払領収書の速やかな提示 

○ 補助金支払後、補助金の入金状況及び建設業者・設計業者等への支払状況の確認を行う。 

○ その際、請求書、領収書、振込依頼書、通帳（いずれも写し）を提出すること。 

○ 提出時期、提出方法等は、別途通知する。 

○ 領収書は省略せずに、支払の際は必ず徴収しておくこと。 

 

 

補助対象事業 

都の補助内示以降に契約した事業を補助対象とするが、契約締結後、施工の都合によりやむ

を得ず契約を変更して行う追加工事等は補助対象外工事として算出する。（例：汚物除去機を

一台追加で更新する工事） 

また、内示前に行った設計契約（特に基本設計等）は、補助対象外となる。ただし、基本設

計等を含めて内示以降に契約する場合であっても、業務開始期間が内示前である場合は補助対

象外とするので、注意すること。 

複数の改修工事（例：大規模改修、プライバシー改修等）に係る工事事務費の契約を一括し

て行う場合、それぞれの工事事務費は、明確に分けること。 
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２ 寄附履行 

（１）履行時期 
贈与契約書に従い、内示後１週間以内（新設法人は、法人設立後１週間以内）に履行するこ

と。 

 

（２）履行確認 

上記履行状況を通帳等で確認する。履行後は、当該整備事業以外に使用しないこと。 

実施時期、提出書類等は、別途通知する。 

 

３ 現地調査・出来高検査 

（１）現地調査 

交付申請書・実績報告書受理後に行う現地調査 

 

（２）出来高検査 

実績報告書を基に、出来高が達成されているかを確認する検査。 

 

詳細は、補助金の手引（資料№４－２）及び各種検査について（資料№６）を参照。 

 

４ 変更届の提出 

改修工事により平面図や室別面積表に変更が生じる場合は、工事完了後に、老人福祉法及び

介護保険法に基づく変更届を提出すること。 
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※契約締結翌月以降、各月末日現在の状況を翌月５日までに必ず提出すること。

施設建設進行状況・契約状況等調査票
（　大規模改修等　）

令和　　　年　　　月　　　日

1 工事出来高について

出来高が当初見込みを下回った場合は、「２　設計変更等について」に具体的に記載すること。

　現在出来高

※工程表を添付すること。

2 設計変更等について （締結した変更契約名・覚書名をすべて記載すること）

　・締結済み変更契約名　第○回変更契約（令和○年○月○日付け）
　・締結済み覚書　　　　　　第○回覚書（令和○年○月○日付け）

年度別　出来高 令和　　年度　　　　％ 令和　　年度　　　　％

工事完了日

※本調査票は、補助事業者が提出すること。
※「上記の内容」や、「設計内容」に変更が生じる場合は、内示説明会資料５「内示後の計画変更」に従い、
速やかに担当者に連絡・確認すること。

％ 当初見込み ％

施設名

令和　　年　　月末分

法人名 担当者名
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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

交付
申請

実績
報告 請求

● ● ●

内示
現地
調査

現地
調査 支払

収支
確認

○ ○ ○ ○ ○

交付
決定 確定

○ ○

実施
設計

監理
業務

着工
工事
完了

変更届
提出

● ● ●

事前
協議 公表

個別
説明

入札
　契約

● ● ●  ● ●

借入
申込

意見書
交付

機構
受理

● 　　● ●

寄付
履行

履行
確認

● ○

※その他、各年度の補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入税額控除について、翌々年度の６月末までに報告してください。

改修スケジュール（6月内示の場合の例）※1か年度事業の場合

令和８年度 令和９年度

寄付履行

法人

設計・監理

改修工事

補助金

都

機構融資

工事入札・契約

融資対象の契約は、機構受理後
に締結すること。

契約手続は、別途配布する「老人福祉施設及び介護保険施設の
整備費補助等に係る契約手続基準」に基づき行うこと。

内示後１週間以内に履行す
ること。

着工予定日は、競争入札等の手続に
要する期間を考慮すること。

協議書提出後に現地調査を実施し
ている場合は、交付申請後の現地
調査は省略する。

平面図や室別面積表に変更が
ある場合
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